
桑名市営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年４月１日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市規則第23号 

桑名市営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則 

桑名市営住宅管理条例施行規則（平成20年桑名市規則第11号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「第４条」を「同条第２項」に改める。 

別表第１公営住宅の表を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

公営住宅 

建設年度 住宅名 位置 構造 床面積 

平方メートル 

戸数 

昭和60年度 芳ヶ崎 大字芳ヶ崎1380番地１ 耐火３階 56.2 18

昭和61年度 24

昭和62年度 ９

平成５年度 伊賀町 伊賀町180番地１ 準耐２階 67.3 ３

平成６年度 60.1 ６

平成６年度 67.3 ６

平成７年度 60.1 ４

昭和63年度 西森忠 大字森忠527番地４ 耐火３階 56.2 18

平成元年度 耐火４階 56.2 24

平成２年度 62.1 24

昭和36年度 深谷 大字下深谷部6964番地４ 簡耐平家 29.1 10

昭和58年度 額田 大字額田704番地３ 耐火４階 56.3 16

平成３年度 夕日ヶ丘 大字森忠911番地２ 耐火３階 63.4 ６

耐火４階 57.9 24

平成４年度 岳見町 大字五反田807番地１ 耐火４階 62.7 16

59.3 ８

昭和40年度 羽田町第１ 大字島田585番地 簡耐２階 42.7 ８

簡耐２階 39.3 ６

昭和41年度 羽田町第２ 大字島田585番地 簡耐２階 42.7 ８

簡耐２階 39.3 ８

昭和42年度 

 

羽田町第３ 

 

大字島田585番地 

 

簡耐２階 42.7 ８

39.3 16

昭和43年度 羽田町第４ 大字島田585番地 簡耐２階 42.7 ８

簡耐平家 31.4 12

昭和44年度 双葉町 大字友村392番地１ 簡耐２階 44.2 12

40.8 15

昭和45年度 新築 新築町54番地 耐火４階 37.9 24

昭和46年度 39.0 16

昭和46年度 日進町 伝馬町90番地 耐火４階 41.7 24

昭和47年度 元赤須賀 元赤須賀63番地 耐火４階 41.0 24

昭和48年度 新屋敷 新屋敷159番地 耐火４階 46.6 16

昭和49年度  16

昭和50年度  16

昭和51年度 16

昭和48年度 第１東南町 大字東方2218番地135 耐火３階 46.6 12

昭和49年度 桑部 大字桑部1003番地１ 耐火４階 46.6 16



昭和57年度 耐火３階 51.1 12

昭和59年度 耐火３階 51.1 12

昭和52年度 吉之丸 吉之丸68番地 耐火４階 51.1 16

昭和53年度 16

昭和54年度 東新町 大字江場８番地 耐火５階 56.8 40

昭和55年度 51.1 50

昭和56年度 川成町 大字矢田487番地 耐火４階 56.8 24

平成14年度 日物谷 大字東方2218番地17 耐火３階 50.9 ３

58.2 ６

72.4 ６

78.7 ６

平成15年度    50.9 ３

58.2 ６

72.4 ６

78.7 ６

平成14年度 柚井 多度町柚井28番地１ 準耐平家 39.7 ６

多度町柚井90番地 40.6 ８

昭和59年度 秋葉町 大字下深谷部4964番地11 簡耐２階 79.5 ８

昭和42年度 築地町 大字下深谷部4684番地 簡耐２階 78.6 12

昭和55年度 桑栄 大字上深谷部408番地１ 簡耐２階 79.5 100

６

昭和56年度  大字上深谷部367番地   44

昭和57年度     14

別表第１改良住宅の表中「 

昭和53年度 築地町 大字下深谷部4847番地 簡耐２階 64.1 24

昭和54年度 ２

昭和55年度 ４

昭和56年度 長侭 大字下深谷部4908番地１ 簡耐２階 80.8 ６

昭和57年度 14

昭和58年度 ６

昭和57年度 吉野町 大字下深谷部4600番地 簡耐２階 80.8 50

昭和58年度 深川町 大字下深谷部20番地 簡耐２階 80.8 12

」を「 

昭和53年度 築地町 大字下深谷部4847番地 簡耐２階 64.1 24

昭和54年度 ２

昭和55年度 ４

昭和57年度 吉野町 大字下深谷部4600番地 簡耐２階 80.8 50

昭和56年度 長侭 大字下深谷部4908番地１ 簡耐２階 80.8 ６

昭和57年度 14

昭和58年度 ６

昭和58年度 深川町 大字下深谷部20番地 簡耐２階 80.8 12

」に改める。 

別表第３中「簡平」を「簡耐平家」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


